
 
１   児 童 手 当 に 関 す る 業 務  
 

1   児 童 手 当 認 定 請 求 に 関 す る 業 務 （ 施 設 等 受 給 者 含 む 。 ）      
 

 
 

 
市 民 委 託 先 事 業 者 市

そ の 他 の 流 れ  
（ 参 考 ）

  
 

来 館 ・

郵 送

                   
       
 
 
 
                          （ 出 力 ）  
 
 
 
 
 
 
 

こ ど も 課 支 所

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

認 定 請 求 書 受 付

入 力 （ 基 幹 シ ス テ ム ）

審 査

起 案 ・ 決 裁

・ 住 登 外 登 録  
・ 金 融 機 関 登 録  
・ 情 報 連 携  
・ 戸 籍 等 公 用 請 求  

な ど

認 定  
通 知 書

各 種  
依 頼  
書 類

認 定 請 求 書  
受 付

通 知 書 封 入 ・ 発 送

フ ァ イ ル 保 管

認 定  
通 知 書

本 庁 へ 進 達

バ ッ チ 処 理 （ 基 幹 シ ス テ ム ）



 
2   児 童 手 当 額 改 定 に 関 す る 業 務 （ 施 設 等 受 給 者 含 む ）              
 

 

 
市 民 委 託 先 事 業 者 市

そ の 他 の 流 れ  
（ 参 考 ）

  
 

来 館 ・

郵 送

                   
       
 
 
 
                          （ 出 力 ）  
 
 
 
 
 
 
 

こ ど も 課 支 所

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

額 改 定 請 求 書 ・ 届 受 付

入 力 （ 基 幹 シ ス テ ム ）

バ ッ チ 処 理 （ 基 幹 シ ス テ ム ） 審 査

起 案 ・ 決 裁

・ 住 登 外 登 録  
・ 金 融 機 関 登 録  
・ 情 報 連 携  
・ 戸 籍 等 公 用 請 求  

な ど

額 改 定  
通 知 書

各 種  
依 頼  
書 類

額 改 定 請 求 書 ・ 届  
受 付

通 知 書 封 入 ・ 発 送

フ ァ イ ル 保 管

額 改 定  
通 知 書

本 庁 へ 進 達



3   児 童 手 当 現 況 届 に 関 す る 業 務 （ 施 設 等 受 給 者 含 む 。 ）                                    
 

 
 
 

 
市 民 委 託 先 事 業 者 市

そ の 他 の 流 れ  
（ 参 考 ）

  
 
 
 
 
 

来 館 ・

郵 送  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

来 館 ・

郵 送  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          （ 出 力 ）  
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※ 以 下 、 現 況 の 提 出 等 が あ っ た 場 合 の

工 程 は 省 略 。  
 

こ ど も 課 支 所

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

現 況 届 受 付

起 案 、 決 裁

・ 住 登 外 登 録  
・ 金 融 機 関 登 録  
・ 情 報 連 携  
・ 戸 籍 等 公 用 請 求  

な ど

各 種  
依 頼  
書 類

現 況 届 受 付

本 庁 へ 進 達

バ ッ チ 処 理 （ 基 幹 シ ス テ ム ） 審 査

起 案 ・ 決 裁現 況 届 封 入 ・ 発 送

対 象 者  
一 覧

現 況 届

受 付 簿   
現 況 届

入 力 （ 基 幹 シ ス テ ム ）

所 得 判 定 （ 基 幹 シ ス テ ム ）

所 得 判 定 審 査 ・ 処 理
方 針 の 決 定

受 給 者 変 更 が 必 要 → 受 給 者 へ 連 絡

受 給 者 変 更 は 不 要 → バ ッ チ 処 理

審 査
変 更  
案 内

変 更 案 内 ／ 督 促 状 封 入 ・ 発 送

フ ァ イ ル 保 管

受 付 ・ 入 力

現 況 届 未 提 出 者 → 督 促

督 促 状

変 更  
案 内

督 促 状

現 況 届 未 提 出 者 → 差 止 め

所 得 判 定

起 案 、 決 裁

審 査

差 止 通 知 封 入 ・ 発 送

差 止  
通 知 書

差 止  
通 知 書



4   児 童 手 当 の 変 更 に 関 す る 業 務 （ 施 設 等 受 給 者 含 む 。 ）                                    
 

 
 
 

 

 
市 民 委 託 先 事 業 者 市

そ の 他 の 流 れ  
（ 参 考 ）

  
 
来 館 ・  

郵 送

              （ 出 力 ）  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

こ ど も 課 支 所

  
 各 種 届 出 受 付

入 力（ 基 幹 シ ス テ ム ） 審 査

起 案 ・ 決 裁フ ァ イ ル 保 管

各 種 届 出 受 付

本 庁 へ 進 達

・ 金 融 機 関 登 録  
な ど

各 種  
依 頼  
書 類

一 覧



 
 
 

 
                                                                                     

 

 
市 民 委 託 先 事 業 者 市

そ の 他 の 流 れ  
（ 参 考 ）

  
 
来 館 ・  

郵 送

                  （ 出 力 ）  
 
 
 
 
 
 
 
 

こ ど も 課 支 所

  
 
 
 
 

5   児 童 手 当 受 給 事 由 消 滅 届 に 関 す る 業 務（ 施 設 等 受 給 者 含 む 。）

消 滅 届 受 付

入 力 （ 基 幹 シ ス テ ム ）

バ ッ チ 処 理
審 査

起 案 ・ 決 裁

消 滅 届 出 受 付

本 庁 へ 進 達

消 滅  
通 知 書

消 滅  
通 知 書

通 知 書 封 入 ・ 発 送

フ ァ イ ル 保 管



 
 

 
                                                                                     

 

 
市 民 委 託 先 事 業 者 市

そ の 他 の 流 れ  
（ 参 考 ）

  
来 館 ・  

郵 送

                （ 出 力 ） こ ど も 課 支 所

 

6   未 支 払 児 童 手 当 請 求 書 に 関 す る 業 務 （ 施 設 等 受 給 者 含 む 。 ）

請 求 書 等 受 付

入 力 （ 基 幹 シ ス テ ム ）

バ ッ チ 処 理
審 査

起 案 ・ 決 裁

支 給  
決 定  

通 知 書

請 求 書 等 受 付

本 庁 へ 進 達

通 知 書 封 入 ・ 発 送

フ ァ イ ル 保 管

支 給  
決 定  

通 知 書



 
 

 

 
市 民 委 託 先 事 業 者 市

そ の 他 の 流 れ  
（ 参 考 ）

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
来 館 ・  

郵 送  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                （ 出 力 ）  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

こ ど も 課 支 所

 

7   児 童 手 当 年 齢 到 達 に 関 す る 業 務 （ 施 設 等 受 給 者 含 む 。 ）

バ ッ チ 処 理 審 査

起 案 ・ 決 裁

バ ッ チ 処 理 審 査

起 案 ・ 決 裁

一 覧

案 内

監 護 ・
生 計 負
担 確 認

書
額 改 定  

認 定  
請 求 書

封 入 ・ 発 送

フ ァ イ ル 保 管

案 内

監 護 ・
生 計 負
担 確 認

書
額 改 定  

認 定  
請 求 書

確 認 書 等 受 付

入 力 （ 基 幹 シ ス テ ム ）

確 認 書 等 受 付

本 庁 へ 進 達

一 覧

額 改 定  
通 知 書

消 滅  
通 知 書

額 改 定  
通 知 書

消 滅  
通 知 書

通 知 書 封 入 ・ 発 送

フ ァ イ ル 保 管



 
 

 

 
市 民 委 託 先 事 業 者 市

そ の 他 の 流 れ  
（ 参 考 ）

                 （ 出 力 ） こ ど も 課 支 所

 

8   児 童 手 当 住 基 異 動 に 関 す る 業 務 （ 施 設 等 受 給 者 含 む 。 ）

バ ッ チ 処 理

審 査

起 案 ・ 決 裁

一 覧 チ ェ ッ ク ・  
処 理 方 針 の 決 定

一 覧

額 改 定  
通 知 書

額 改 定  
通 知 書

消 滅  
通 知 書

消 滅  
通 知 書

届 出 必 要 → 受 給 者 へ 連 絡

届 出 不 要 → 入 力 （ 基 幹 シ ス テ
ム ）

通 知 書 封 入 ・ 発 送

フ ァ イ ル 保 管



 
 

 
 

 

 
市 民 委 託 先 事 業 者 市

そ の 他 の 流 れ  
（ 参 考 ）

  
来 館 ・  

郵 送  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                （ 出 力 ） こ ど も 課 支 所 ・ 過 去 ５ 年 度 分

の み 交 付 。  
・ 令 和 ６ 年 ９ 月

分 （ 度 制 度 改 正

前 ） ま で の 支 払

通 知 書 は 、 当 時

一 斉 交 付 し た

た め 、 再 交 付 扱

い と な る 。  
・ 令 和 ６ 年 1 0

月 分 （ 度 制 度 改

正 後 ） 以 降 の 支

払 通 知 書 は 、 一

斉 交 付 を 行 っ

て い な い た め 、

申 請 の あ っ た

場 合 に 新 規 交

付 と な る 。

 

9   児 童 手 当 支 払 証 明 書 発 行 ・ 支 払 通 知 書 交 付 業 務

発 行 / 交 付 申 請 受 付

基 幹 シ ス テ ム 確 認  
・ 証 明 書 ： 支 払 履 歴  
・ 通 知 書 ： 作 成 履 歴

審 査

 
起 案 ・ 決 裁

交 付 ・ 領 収 （ ￥ 3 0 0 ）

フ ァ イ ル 保 管

調 定 伝 票 作 成

証 明 書 交 付 の 連 絡

通 知 書 の 発 送
通 知 書

証 明 書

証 明 書  
又 は  

通 知 書

発 行 / 交 付  
申 請 受 付

本 庁 へ 進 達

通 知 書

証 明 書



 
 

 委 託 先 事 業 者 市  
（ こ ど も 課 ）

そ の 他 の 流 れ  
（ 参 考 ）

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                （ 出 力 ） ・ 定 期 支 給 に 向

け た 処 理 時 に

は 、 施 設 受 給 者

用 の 支 払 通 知

書 の 作 成 ・ 発 送

作 業 が 伴 う 。  
・ 随 時 支 給 時 に

は 、 一 般 受 給 者

用 の 支 払 通 知

書 の 作 成 ・ 発 送

作 業 が 伴 う 。

1 0   児 童 手 当 支 払 処 理 に 関 す る 業 務 （ 施 設 等 受 給 者 含 む 。 ）

バ ッ チ 処 理

審 査

起 案 ・ 決 裁フ ァ イ ル 保 管

会 計 局 用  
C D - R 作 成

基 幹 シ ス テ ム 入 力  
特 別 ・ 申 出 徴 収

支 払  
一 覧 ・  
依 頼 書

C D 返 却C D 保 管（ ウ イ ル ス チ ェ
ッ ク ・ デ ー タ 削 除 ）  

伝 票 作 成

手 当 支 給


